
国内書面手数料についてのお問い合わせは

　 　　特許庁国際出願課指定官庁担当

電話：０３－３５８１－１１０１（内線２６４４）までお願いします。

国内書面提出満了日

国内書面手数料に適正額を記載しても「警告」が表示される場合の参考例

国内書面提出日

（１）

H20.6.1

改正省令施行日

優先日
（優先権のないものは、国際出願日） 手数料を１６,０００円と記載すると

「警告：出願ソフトの料金テーブルと相違

国内書面提出期間

国内書面提出指令

（２）

国内書面提出日

国内書面提出満了日

改正省令施行日

H20.6.1

警告は表示されますが、国内書面提出期間（優先日（優先権のないものは国際出願日）から３０月以内）が施行日前に経過した日本語の国

際出願に対して、国内書面の提出指令に応答して施行日以降に国内書面を提出する場合の国内手数料は「１６，０００円」が適正額となりま

すので、他に問題がなければ警告を無視して送信してください。

警告は表示されますが、国内書面提出期間（優先日（優先権のないものは国際出願日）から３０月以内）が施行日前に経過した日本語の国

際出願に対して、施行日以降に国内書面を提出する場合の国内手数料は「１６，０００円」が適正額となりますので、他に問題がなければ警告

を無視して送信してください。

手数料を１６,０００円と記載すると

「警告：出願ソフトの料金テーブルと相違

国内書面提出期間


